
便物の転送期間が令和5年6月までとなりますので、基金住所の登録が新住所となっていな

い場合は、お手数ですがご変更をお願いいたします。

〒101-0032

【現住所】

東京都千代田区岩本町一丁目１１番２号
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４．基金業務スケジュールについて

年金受給者数 588 人

21,208 人

Ｎｏ．61
( 0 3 - 5 8 0 9 - 3 1 8 8 ）

令和 5年 4月分の届書の締切日　　　　　　　　令和 5年 5月10日（水）

ご不明な点等ございましたら、業務課（電話：03-5809-3189）までご連絡ください。

企 業 年 金 基 金 の 概 況 実施事業所数

変更前）領収証書に領収日印を押印

変更後）領収証書に領収日を印字

旬に仮想個人勘定残高データを送付します。

３．当基金宛の郵便物の住所について

当基金が現在の事務所へ移転してから間もなく１年が経過いたします。旧住所からの郵

ま
す
が
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電子基金

発行日

東京都千代田区岩本町1-11-2

令 和 5 年 4 月 18 日

企業年金基金ニュース 発行者 電子情報技術産業企業年金基金

社

毎月の掛金を口座振替にて納付していただいている事業所様へ交付している「納入告知

令和 5年 4月分掛金納入告知書等発送日　　　　令和 5年 5月18日（木）

（令和5年3月31日現在） 加 入 者 数

書・領収証書」の一部様式を下記の通り変更させていただきます。

１．加入者の仮想個人勘定残高データの送付について

令和5年3月31日基準の加入者の仮想個人勘定残高データを、令和5年4月18日より順次

事業主様宛に送付します。

２．掛金「納入告知書・領収証書」の一部様式変更について

データの収録内容と令和5年3月31日現在お勤めされている65歳までの従業員様に相違が

ないか（基金規約にて加入者の範囲を限定している場合を除く）ご確認ください。

仮想個人勘定残高データと併せて加入者向けの個票をご希望されている場合は、加入者

へ個票をお渡しくださいますようお願い申し上げます。

なお、3月末以外の基準月をご希望されている事業所様につきましては、希望月の翌月下
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